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来
年
３
月
高
校
卒
業
予
定
の
多
く

の
生
徒
が
地
元
で
の
就
職
を
希
望
し

て
お
り
ま
す
が
、
新
卒
者
を
取
り
巻

く
雇
用
環
境
は
大
変
厳
し
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　

地
元
で
就
職
し
、
地
域
で
活
躍
す

る
こ
と
を
願
う
優
秀
な
若
い
人
材
が

た
く
さ
ん
お
り
ま
す
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
６
月　

日
よ

20

り
来
年
３
月
卒
業
予
定
の
生
徒
向
け

新
規
学
卒
求
人
の
受
付
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
若
い
人
材
を
活
か
し
地
域

の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
若
者

の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
に
も
、
地

元
企
業
・
関
係
団
体
か
ら
の
求
人
を

広
く
募
集
し
ま
す
。

　

未
来
を
担
う
若
者
の
積
極
的
な
採

用
に
つ
い
て
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
余
市
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「
不
正
軽
油
」
と
は
、
軽
油
に
灯
油

や
重
油
な
ど
混
ぜ
た
「
混
和
軽
油
」

や
軽
油
以
外
の
石
油
製
品
を
混
ぜ
合

わ
せ
た
「
製
造
軽
油
」
な
ど
を
い
い

ま
す
。

　

不
正
軽
油
を
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
燃

料
用
と
し
て
販
売
又
は
使
用
し
ま
す

と
軽
油
引
取
税
の
脱
税
行
為
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
不
正
軽
油
は
、

排
気
ガ
ス
中
の
Ｐ
Ｍ（
粒
子
状
物
質
）

や
Ｎ
Ｏ
ｘ
（
窒
素
酸
化
物
）
を
増
加

さ
せ
る
た
め
、
大
気
汚
染
の
原
因
と

な
り
、
自
然
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
ま
す
。

　

北
海
道
で
は
、
７
月
を
「
不
正
軽

油
防
止
強
化
月
間
」
と
し
、
不
正
軽

油
を
「
作
ら
な
い
」・「
売
ら
な
い
」・

「
買
わ
な
い
」・「
使
わ
な
い
」
を
合
い

言
葉
に
、
不
正
軽
油
撲
滅
の
取
組
み

を
強
化
し
ま
す
。

　

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
が
あ
り

ま
し
た
ら
次
の
と
こ
ろ
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

不
正
軽
油
１
１
０
番（
通
話
料
無
料
）

フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス

０
８
０
０
―
８
０
０
２
―
１
１
０

　

ま
た
は

小
樽
道
税
事
務
所
課
税
課 　
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北
海
道
で
は
、
禁
煙
・
分
煙
を
実

施
し
て
い
る
施
設
等
を
「
お
い
し
い

空
気
の
施
設
」
と
し
て
登
録
を
行
い
、

ス
テ
ッ
カ
ー
を
交
付
し
、
希
望
に
よ

り
道
及
び
後
志
保
健
福
祉
事
務
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
ま
す
。

◆
登
録
条
件

禁
煙
〜
建
物
内
又
は
敷
地
内
の
喫
煙

が
常
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

分
煙
〜
次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
こ

と
。

①
喫
煙
室
を
設
置
す
る
な
ど
、
適
切

な
喫
煙
場
所
を
設
け
て
い
る
こ
と
。

②
喫
煙
場
所
か
ら
非
喫
煙
場
所
に
た

ば
こ
の
煙
や
臭
い
が
漏
れ
な
い
こ

と
。

③
喫
煙
場
所
の
た
ば
こ
の
煙
を
屋
外

に
排
気
す
る
こ
と
。

が
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

登
録
期
間
は
、
２
年
で
更
新
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

倶
知
安
保
健
所

　

健
康
推
進
課
健
康
増
進
係
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小
樽
海
上
保
安
部
で
は
、
７
月　
16

日
か
ら　

日
ま
で
の
「
全
国
海
難
防

31

止
強
調
運
動
」
期
間
に
合
わ
せ
海
難

防
止
思
想
を
広
め
る
運
動
を
展
開
し

ま
す
。

◆
海
難
防
止
の
重
要
事
項

・
気
象
、
海
象
の
早
期
把
握
と
適
切

な
対
応

・
居
眠
り
運
航
の
防
止
、
見
張
り
の

徹
底

・
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
常
時
着
用

・
防
水
パ
ッ
ク
入
り
携
帯
電
話
等
の

連
絡
手
段
の
確
保

・
海
の
も
し
も
は
１
１
８
番

【
問
い
合
わ
せ
先
】

小
樽
海
上
保
安
部
交
通
課
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最
近
、
換
気
不
良
に
よ
り
、
小
型

ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
で
の
一
酸
化
炭
素

中
毒
に
よ
る
死
亡
事
故
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　

閉
め
切
っ
た
４
畳
半
で
小
型
ガ
ス

瞬
間
湯
沸
器
を
燃
焼
す
る
と
、
約　
20

分
で
致
死
量
の
一
酸
化
炭
素
が
部
屋

に
充
満
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

一
酸
化
炭
素
は
無
色
無
臭
で
す
。

頭
痛
や
吐
き
気
で
異
変
に
気
づ
い
た

時
に
は
、
手
足
が
し
び
れ
て
動
け
ず
、

手
遅
れ
に
な
っ
て
死
に
至
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

　

必
ず
換
気
を
し
て
、
一
酸
化
炭
素

中
毒
に
よ
る
死
亡
事
故
を
防
ぎ
ま
し

ょ
う
。

経
済
産
業
省

�
�
�
�
�
�
�
	

　

防
衛
省
で
は
、
防
衛
大
学
校
・
航

空
・
看
護
・
一
般
曹
候
補
の
各
学
生

及
び
２
等
陸
・
海
・
空
士
を
募
集
し

ま
す
。

　

職
務
の
内
容
・
応
募
資
格
等
に
つ

い
て
の
説
明
会
を
随
時
開
催
し
て
お

り
ま
す
。

　

遠
方
の
方
な
ど
は
ご
希
望
の
場
所

で
説
明
し
ま
す
の
で
遠
慮
な
く
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

【
説
明
会
会
場
・
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部

小
樽
地
域
事
務
所

（
小
樽
市
稲
穂
１
―　

―
８
）
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　現在、お使いの『特定疾患医療受給者証』及び『ウイ

ルス肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者

証』は、有効期間が平成19年９月30日までとなっていま

すので、平成19年10月１日以降もこれらの受給者証の交

付を希望される方は、更新申請を行ってください。

���������	
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※医療受給者証の種類によって申請に必要な書類が違

いますので、確認が必要な方は保健所にお問い合わ

せください。

�������	


　後志保健福祉事務所

　　保健福祉部健康推進課（保健予防係）

　　　 ℡0136－23－1951

　　余市支所 ℡0135－23－3104
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　道の仕事に関して、皆さん自身の利害にかかわる苦情は、

「苦情新審査委員」に申し立ててください。

　簡易な手続きで、苦情審査委員が中立的な立場から、道

の業務や制度の内容を調査するなど苦情の解決に向けて、

迅速に処理します。

○　苦情の窓口は、道庁の「道政相談センター」のほか、

各支庁の「道政相談室」です。

○　苦情の申立て方法は、所定の「苦情申立書」により、

郵送、ファックス、メールでも申立てができます。

○　制度の概要と苦情申立書をセットにしたリーフレット

を用意しております。苦情の窓口へ連絡してください。

○　道のホームページでも苦情審査委員制度をお知らせし

ています。トップページの相談窓口→道政一般からご覧

ください。

　（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/）

�����

　・北海道知事政策部知事室道政相談センター

　　〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目

　　TEL　011－204－5022（直通）

　　FAX　011－241－8181

　　E-mail　kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

　・各支庁地域振興部総務課道政相談室
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　北海道統計協会主催による道民に対する

統計知識の普及と統計の表現技術の向上の

ため、平成19年度統計グラフ全道コンクー

ルの作品を募集します。

�����

　第１部　小学校１年生及び２年生の児童

　第２部　小学校３年生及び４年生の児童

　第３部　小学校５年生及び６年生の児童

　第４部　中学生の生徒

　第５部　高等学校以上の生徒・学生及び一般

�� � �　町企画課

�����　８月24日（金）

■応募方法など詳しいことについては

　町役場企画課（℡44－2111）までお問い

合わせください。

　北海道中央バスでは、自家用車を「積丹

観光せんたぁ」に置いて（無料）、「美国」バ

ス停からバスに乗るパーク＆バスライドを

実施中です。

　環境にやさしく、便利でお得。交通渋滞

の解消にもつながります。ぜひご利用くだ

さい。

�������	

　北海道中央バス余市営業所

　℡0135－23－2175
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　小樽社会保険事務所による年金記録に関

する出張相談所が次のとおり開設されます。

【日時】　平成19年７月17日（火）

11時～16時

【場所】　町総合文化センター

２階　後継者育成対策室

※相談に際しては、年金手帳、年金証書な

どをご持参ください。

�������	
��
�������	

�������	
��
�������	
��




